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 不動産登記は、土地や建物の権利を証明する唯一の手段です。相続した不動産
を売買するためには、相続登記を済ませておく必要がありますが、相続登記が
されず、前所有者(故人等)の名義のままになっていることがあります。まず、法
務局で、現在の登記がきちんと現所有者になっているかを確認し、将来のトラ
ブルを防ぐためにも、きちんと相続登記を済ませておきましょう。 
（注）相続登記とは、相続を原因とする不動産所有権の移転登記のことで、 
   令和 6年 4 月より義務化されました。 
  神戸地方法務局龍野支局：たつの市龍野町富永 879-2 電話 0791-63-3221 

相続登記を済ませましょう！ 
 

法務局ホームページ 

 基本的な相続の順番は、右の図のようになりま
す。空き家等を誰が相続するかを確認しておき
ましょう。 

（法定相続） 
 遺産は、まず第 1順位の相続人に相続権があり、
子がいない、または相続放棄をした場合には、
次の順位の相続権がある人が相続人となりま
す。 

（遺言書を書いておきましょう） 
遺言書に書かれた内容は、法定相続より優先さ 
れます。きちんと遺言書を残し、誰に不動産を 

■基本的な相続の順 

 

知っていますか？相続の話 
 

 引き継いでもらいたいかを明確にしておきましょう。 

（相続放棄） 

相続放棄とは、住まいだけではなく、預貯金や負債なども含め、全ての財産を相続しないこと

です。相続人になったと知ってから 3か月以内に家庭裁判所に対し手続きを行うことが必要で

す。（民法 915条 1項） 

一方で、空き家等の相続を放棄しても、その時点で財産を占有している場合は別の相続人に引

き継がれるまでは管理義務が残ります。（民法 940条 1項）。  

 

詳しくは、西播磨成年後見支援センターにご相談ください。 電話 0791-72-7294 

【成年後見制度】 

認知症等で判断能力が不十分な人が不利益を

被らないように、家庭裁判所に申し立てをし、

法律面や生活面、財産管理の援助を行う人を

付けてもらう制度です。 

 

【家族信託】 

あらかじめ契約等により、不動産や預貯金等の

財産管理を家族に託すことで、認知症になって

も継続して管理を行うことができます。さら

に、死亡以降の管理方法や継承先も決めること

ができます。 

 認知症などの理由で判断能力が不十分になってしまうと、不動産や預貯金などの

財産管理や遺産分割協議、介護施設等への入所の契約をする必要があっても、自

分ですることが難しい場合があります。 

今のうちに対策することができます！ 
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住まいの耐震 

改修支援事業 

ホームページ 

災害時の家屋倒壊の被害から市民の生命・財産を守るため、住まいの耐震改 

修事業を実施し、耐震改修者の負担軽減と耐震化率の向上を図ります。 

■こんなときに利用できます 

昭和 56年 5月以前に着工され、耐震診断の結果、耐震性が低いと判定され 

た住宅を対象に、耐震改修工事等にかかる費用の一部を補助します。 

・住宅耐震改修工事費補助 （戸建住宅：補助額 30 万円～最大 130万円） 

・簡易耐震改修工事費補助 （補助額 50万円/戸） 

・屋根軽量化工事費補助  （補助額 50万円/戸） 

・建替工事費補助     （補助額 100 万円） 

  

 住まいの耐震改修支援事業 

 上記以外にも耐震改修に関する補助制度があります。補助条件等、詳しくは、

住宅土地政策課までお問合せください。電話 0790-63-3106 

 

第 233 条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除さ

せることができる。(以下の場合は、自ら切除することができます) 

 ① 所有者等に切除を依頼しても、相当期間内に応じてもらえなかった 

 ② 所有者またその所在が不明である 

 ③ 緊急性がある 

４ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 

 ■ 工作物責任（所有者等の責任） 

空き家等になった当初は問題がなくても、老朽化して問題が出てきたのに放置して他人へ損

害を与えた、もしくは修繕が不十分で損害を与えた場合は、損害賠償責任が発生します。 

 第 717 条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じ 

 たときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。た 

 だし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害 

 を賠償しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 

 ３ 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、 

■ 竹木の越境 

枝が越境したとき、所有者は隣地側から切除を要求されることがあります。 

また、根の越境では所有者の同意を得ずに隣地側で切り取られることがありま

す。枝の越境等により隣地の所有者に損害を与えた場合は損害賠償を請求され

る可能性があります。 

 
 所有者が把握しておくべき民法の規定 

宍粟市より特定空き家に認定された空き家を解体される必要経費の

一部を助成します。 

   ■最大 1,3332,000 円 

 特定空き家除却事業 

 補助条件等、詳しくは、住宅土地政策課までお問合せください。 

電話 0790-63-3116 特定空き家等除却事業 

ホームページ 
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 住宅用敷地は、課税標準額が 1/6等に軽減されていることから、空き家を取

り壊すと固定資産税が６倍になると思われていることが多いですが、建物の

解体により土地のみの固定資産税となり、解体前より税額が安くなるケース

もあります。 

【例】（解体前）固定資産税 15,238 円（内訳：家屋分 10,757円、土地分 4,481 円） 

   （解体後）固定資産税 13,175 円（内訳：家屋分０円、土地分 13,175 円） 

それぞれの条件により、固定資産税は違ってきますので、詳しくは、税務課にご相談くださ

い。電話 0790-63－3124 

解体後は、固定資産税が６倍に？？ 
  

森林の家づくり 

応援事業 

ホームページ 

宍粟市で住居を取得される方を支援します。 

■40歳以下の個人または夫婦のいずれかが 40歳以下の世帯で宍粟市に転入 

 転居する方、又は中学生以下の子どもを養育する世帯 

・転入の場合・・・最大 50万円（中古住宅の場合は 25万円） 

・転居の場合・・・最大 30万円（中古住宅の場合は 15万円） 

■市内事業者による建築施工で市内に新築した場合 ・最大 50万円 

■地域材を活用し住宅を新築した場合 ・最大 40万円 

 森林の家づくり応援事業 

 補助条件等、詳しくは、住宅土地政策課までお問合せください。 

電話 0790-63-3116 

 

空き家活用推 

進事業補助金 

ホームページ 

空き家バンク又は仲介業者を介して購入または賃貸した築 20年以上の

空き家を利用する目的のために市内業者の施工により改修する方を支援

します。 

・空き家バンクを利用した場合・・・最大 50 万円 

・仲介業者を介した場合・・・・・・最大 30 万円 

 空き家活用推進事業補助金 

 補助条件等、詳しくは、住宅土地政策課までお問合せください。 

電話 0790-63-3116 
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空き家等を適正に管理するにはこんな作業が必要です。できているか、でき

そうか、チェックしてみましょう。管理する場合はすべてのチェック欄に

「 」がつくようにしましょう。できない場合は、専門の業者等に相談して

みましょう。 

 空き家等の適正管理できていますか？ 
  


